住宅宿泊事業の届出と実施に当たっての留意事項

 届出の事前準備 
■周辺住民への事前説明
・トラブルを未然に防止するため、周辺住民に対し、住宅宿泊事業を営む旨を事前に説明するよう努めてください。
■宿泊者の安全確保のための措置
・非常用照明器具の設置、防火区画等、宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置を講じてください。
・詳細については、「民泊の安全措置の手引き」（平成29年12月26日国土交通省住宅局建築指導課）及びチェックリストを確認してください。

 住宅宿泊事業者の責務 
■標識の掲示
・届出住宅ごとに公衆の見やすい場所に標識を掲示してください。
・緊急連絡先等の様式で求められている事項を漏れなく記載してください。
■宿泊者の衛生の確保
・居室の床面積は、１人当たり3.3㎡以上確保してください。
・設備や備品等は清潔に保ち、ダニやカビ等が発生しないよう定期的な清掃、換気等を行ってください。
■宿泊者名簿の備付け
・宿泊者名簿の正確な記載を確保するため、対面又は対面と同等の手段により宿泊者の本人確認を行ってください。なお、「対面と同等の手段」とは、次のいずれも満たす届出住宅に備え付けたテレビ電話やタブレット端末等のICTを活用した方法を指します。
〇宿泊者の顔及び旅券が画像により鮮明に確認できること。
〇当該画像が住宅宿泊事業者や住宅管理業者の営業所等、届出住宅内又は届出住宅の近傍から発信されていることが確認できること。
・外国人宿泊者については、宿泊者名簿への国籍及び旅券番号の記載を徹底するとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存してください。
・宿泊者名簿及び旅券の写しは３年間保存してください。
・本人確認を行っていない者が滞在していないか、滞在者が所在不明となっていないか等について確認するよう努めてください。
■外国人宿泊者の快適性及び利便性の確保
・外国語を用いた設備の使用方法に関する案内、交通手段等の情報提供、火災・地震その他の災害が発生した場合における通報連絡先に関する案内を行ってください。
・これらの必要な事項が記載された書面を居室に備え付けるほか、タブレット端末への表示等により外国人宿泊者が閲覧できるようにしてください。

（表面）


■周辺地域の生活環境への悪影響の防止に関する必要な事項の説明
・宿泊者に対し、対面、書面での事前配布、宿泊者の目のつきやすい場所への書面の備付け、タブレット端末での表示等により、次の事項等について説明し、遵守させてください。
〇騒音の防止のために配慮すべき事項
〇ごみの処理に関し配慮すべき事項
〇火災の防止のために配慮すべき事項
・これらの説明が確実にできるよう、居室内に電話を備え付ける等、事前説明に応じない宿泊者に対し、注意喚起できるようにしてください。
■ごみの適正処理
・住宅宿泊事業により発生したごみは、事業系廃棄物に当たります。所在地の市町村の廃棄物処理担当部署に確認の上、各市町村の廃棄物の分別方法等に沿って、責任を持って処理してください。
■苦情等への対応
・苦情及び問い合わせについては、深夜早朝を問わず、宿泊者が滞在していない間も、常時、応対又は電話により対応してください。
・宿泊者の行為により苦情が発生し、注意等を行っても改善されない場合には、現場に急行し、退去を求める等、必要な対応を講じてください。
・緊急の対応を要する場合は、必要に応じて警察署、消防署等に連絡した後、自らも現場に急行して対応してください。
■知事への定期報告
・人を宿泊させた日数、宿泊者数、延べ宿泊者数、国籍別の宿泊者数の内訳について2か月ごとに知事に定期報告してください。
・この定期報告は、原則として民泊制度運営システムにより行ってください。
■変更の届出
・届出事項に変更があったときは、その日から30日以内に変更の届出を行ってください。
・届出方法：①民泊制度運営システムを利用
又は
②届出事項変更届出書を保健所に提出
■廃業等の届出
・住宅宿泊事業者が住宅宿泊事業を廃止したとき、住宅宿泊事業者が死亡したとき、事業法人が消滅・解散したとき等は、30日以内に廃業等の届出を行ってください。
・届出方法：①民泊制度運営システムを利用
又は
②届出事項変更届出書を保健所に提出
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詳しくは保健所にお問い合わせください。　吉野保健所 衛生課
吉野郡下市町新住15-3
TEL：0747-64-8131（裏面）
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